
令和6(2024)年10月

令和６年度の事業実施及び区役所移転等に伴い、次のとおり記載内容が変わります。

頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

全
頁
共
通

17 福祉何でも相談
●業務内容
（前略）ご相談は、窓口、電話、メールのほ
か、内容によっては職員が訪問し、（後略）。

福祉何でも相談
●業務内容
（前略）ご相談は、窓口、電話のほか、内容に
よっては職員が訪問し、お話を伺います。

17 民生委員・児童委員
●問合せ
地域活動推進課　地域支えあい活動支援係（区
役所４階）

民生委員・児童委員
●問合せ
地域活動推進課　地域支えあい活動支援係（区
役所５階）

25
26

自立支援給付（介護給付・訓練等給付）
１　介護給付
⑥　短期入所（ショートステイ）
　ショートステイやまゆり（知的）（削除）
　以下１施設追加
　ショートステイやよい（知的）

２　訓練等給付
①　自立支援（機能訓練・生活訓練）
◇生活訓練
　ワークセンター翔和／翔和学園大学部（自立
訓練）
②　就労移行支援
　コロニー中野（削除）
　メイプルガーデン（削除）

自立支援給付（介護給付・訓練等給付）
１　介護給付
⑥　短期入所（ショートステイ）
　ショートステイやまゆり（知的）

２　訓練等給付
①　自立支援（機能訓練・生活訓練）
◇生活訓練
　翔和学園大学部（自立訓練）

②　就労移行支援
　コロニー中野
　メイプルガーデン

32
33

（5）特別障害者手当（国制度）
■手当額
月額２８，８４０円（令和６年度）
（6）障害児福祉手当（国制度）
■手当額
月額１５，６９０円（令和６年度）

（5）特別障害者手当（国制度）
■手当額
月額２７，９８０円（令和５年度）
（6）障害児福祉手当（国制度）
■手当額
月額１５，２２０円（令和５年度）

「障害福祉のしおり（令和５年１０月発行）」の記載内容の変更について

変更内容

各ページに記載の障害福祉課の窓口、問合せ先は、以下のとおり変更があります。

　■所在地　〒164-8501　中野区中野４－１１－１９

　■障害福祉相談窓口（区役所３階）　☎３２２８－８９５６　FAX３２２８－５６６２

　■障害福祉課（区役所３階）
　　　　　　　　　障害者支援係　　　☎３２２８－８７０６　FAX３２２８－５６６２
　　　　　　　　　在宅福祉係　　　　☎３２２８－８９５３　FAX３２２８－５６６２
　　　　　　　　　障害者施設係　　　☎３２２８－８７１５　FAX３２２８－５６６２
　　　　　　　　　障害者施策推進係　☎３２２８－８８３２　FAX３２２８－５６６２
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頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

変更内容

33
34
35

（7）児童育成手当・障害手当（区制度）
（8）児童育成手当・育成手当（区制度）
（9）特別児童扶養手当(国制度)
（10）児童扶養手当(国制度)
■窓口
子ども総合窓口　児童手当係（区役所３階）
FAX３２２８－５６７９

（7）児童育成手当・障害手当（区制度）
（8）児童育成手当・育成手当（区制度）
（9）特別児童扶養手当(国制度)
（10）児童扶養手当(国制度)
■窓口
子ども総合窓口　児童手当係（区役所３階）
FAX３２２８－５６５７

34 （9）特別児童扶養手当(国制度)
■手当額 （令和６年４月時点）
児童１人につき
　１級認定　月額５５，３５０円
　２級認定　月額３６，８６０円
（10）児童扶養手当(国制度)
■手当額 （令和６年４月時点）
○全部支給
　１人の場合、月額４５，５００円、
　２人目の加算額、月額１０,７５０円、
　３人目以降１人増につき、月額６，４５０円
加算（※）
○一部支給
　１人の場合、月額４５，４９０円～１０，７
４０円
　２人目の加算額、月額１０,７４０円～５,３
８０円
　３人目以降１人増につき、月額６，４４０円
～３，２３０円加算（※）

　（※）令和６年１１月分から３人目以降の加
算額が２人目の加算額と同額になる予定

（9）特別児童扶養手当(国制度)
■手当額
児童１人につき
　１級認定　月額５３，７００円
　２級認定　月額３５，７６０円
（10）児童扶養手当(国制度)
■手当額
○全部支給
　１人で月額４４，１４０円、
　２人で月額５４，５６０円、
　３人目以降１人増につき、６，２５０円加算
○一部支給
　１人で月額４４，１３０円～１０，４１０円
　２人で月額５４，５４０円～１５，６２０円
　３人目以降１人増につき、６，２４０円～
３，１３０円加算

35

36 障害基礎年金
■支給額
　令和６年４月から
１級
　年額１，０１７，１２５円（昭和31年4月1日
　以前に生まれた方）
　年額１，０２０，０００円（昭和31年4月2日
　以降に生まれた方）
２級
　年額８１３，７００円（昭和31年4月1日以前
　に生まれた方）
　年額８１６，０００円（昭和31年4月2日以降
　に生まれた方）
子の加算額
　　１人目、２人目　２３４，８００円
　　　　３人目以降　　７８，３００円
■窓口
保険医療課　国民年金係（区役所２階）
☎３２２８－５５１４　FAX３２２８－５４５６

障害基礎年金
■支給額
 令和５年４月から
１級
　年額９９０，７５０円（昭和31年4月1日以前
　に生まれた方）
　年額９９３，７５０円（昭和31年4月2日以降
　に生まれた方）
２級
　年額７９２，６００円（昭和31年4月1日以前
　に生まれた方）
　年額７９５，０００円（昭和31年4月2日以降
　に生まれた方）
子の加算額
　　１人目、２人目　２２８，７００円
　　　　３人目以降　　７６，２００円
■窓口
保険医療課　国民年金係（区役所１階）
☎３２２８－５５１４・５　FAX３２２８－５６
５４

手当の所得制限基準額　（表の一部修正）

0人 1人 2人 3人 4人

全部支給 690,000 1,070,000 1,450,000 1,830,000 2,210,000

一部支給 2,080,000 2,460,000 2,840,000 3,220,000 3,600,000

本人の所得限度額

児童扶養手当(国)
※1　※3

所得者扶養者数
種別
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頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

37 特別障害給付金
■支給額
　令和６年４月から
１級　月額５５，３５０円
２級　月額４４，２８０円
■窓口
保険医療課　国民年金係（区役所２階）
☎３２２８－５５１４　FAX３２２８－５４５６

特別障害給付金
■支給額
 令和５年４月から
１級　月額５３，６５０円
２級　月額４２，９２０円
■窓口
保険医療課　国民年金係（区役所１階）
☎３２２８－５５１４・５　FAX３２２８－５６
５４

38 年金生活者支援給付金
■支給要件
（前略）
１級年金　６，６３８円（月額）(令和６年度)
２級年金　５，３１０円（月額）(令和６年度)
■問合せ
保険医療課　国民年金係（区役所２階）
☎３２２８－５５１４　FAX３２２８－５４５６

年金生活者支援給付金
■支給要件
（前略）
１級年金　６、４２５円（月額）(令和５年度)
２級年金　５，１４０円（月額）(令和５年度)
■問合せ
保険医療課　国民年金係（区役所１階）
☎３２２８－５５１４・５　FAX３２２８－５６
５４

40
41

自立支援医療（育成医療）
小児慢性特定疾病の医療費助成
■窓口
子ども総合窓口（区役所３階）
☎３２２８－３２５３　FAX３２２８－５６７９

自立支援医療（育成医療）
小児慢性特定疾病の医療費助成
■窓口
子ども総合窓口（区役所３階）
☎３２２８－５４８４　FAX３２２８－５６５７

41 小児精神障害者入院医療費助成制度
■窓口
子ども総合窓口　子ども医療助成係（区役所３
階）
☎３２２８－５６２３　FAX３２２８－５６７９

小児精神障害者入院医療費助成制度
■窓口
子ども総合窓口　子ども医療助成係（区役所３
階）
☎３２２８－５６２３　FAX３２２８－５６５７

42 ひとり親家庭等医療費助成
■窓口
子ども総合窓口　子ども医療助成係（区役所３
階）
☎３２２８－５６２３　FAX３２２８－５６７９

ひとり親家庭等医療費助成
■窓口
子ども総合窓口　子ども医療助成係（区役所３
階）
☎３２２８－３２５３　FAX３２２８－５６５７

42 後期高齢者医療制度
■窓口
高齢者総合窓口　後期高齢者医療係（区役所３
階）
☎３２２８－８９４４　FAX３２２８－５４５６

後期高齢者医療制度
■窓口
高齢者総合窓口　後期高齢者医療係（区役所２
階）
☎３２２８－８９４４　FAX３２２８－５６６１

50 ほほえみサービス事業（会員制有料在宅福祉
サービス）
■対象
（前略）、家事や身の回りの世話などの支援を
希望する方
■問合せ
中野区社会福祉協議会　ほほえみサービス事業
社会福祉会館（スマイルなかの）４階
☎５３８０－０７５３　FAX５３８０－０７５０

ほほえみサービス事業（会員制有料在宅福祉
サービス）
■対象
（前略）、家事や身の回りの世話などの援助を
希望する方
■問合せ
中野区社会福祉協議会　ほほえみサービス事業
社会福祉会館（スマイルなかの）３階
☎５３８０－０７５３　FAX５３８０－６０２７

変更内容
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頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

変更内容

51 おむつサービス
■内容
紙おむつの配送を月一回行います。（中略）た
だし、同一月内での紙おむつの配送とおむつ代
の費用助成の併給はできません。
■所得制限
生計中心者の前年（後略）（削除）

おむつサービス
■内容
紙おむつの配付を月一回行います。（中略）た
だし、同一月内でのおむつの給付と費用助成の
併給はできません。
■所得制限
生計中心者の前年（後略）

53 家具転倒防止器具取付助成
■問合せ
建築課　耐震化促進係（区役所９階）
FAX３２２８ー５６６８

家具転倒防止器具取付助成
■問合せ
建築課　耐震化促進係（区役所９階）
FAX３２２８ー５４７１

53 地域での支えあい活動
■問合せ
地域活動推進課　地域支えあい活動支援係（区
役所４階）

地域での支えあい活動
■問合せ
地域活動推進課　地域支えあい活動支援係（区
役所５階）

53
54

資産活用福祉資金貸付制度
■問合せ
生活援護課　自立支援係（区役所４階）
☎３２２８－５６３７　FAX３２２８－８０７２

資産活用福祉資金貸付制度
■問合せ
生活援護課　自立支援係（区役所２階）
☎３２２８－８８８９　FAX３２２８－５６０１

55 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)
■問合せ
中野区社会福祉協議会　アシストなかの（権利
擁護事業担当）
（区役所４階）

地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)
■問合せ
中野区社会福祉協議会　アシストなかの（権利
擁護事業担当）
社会福祉会館（スマイルなかの）４階

55 苦情相談事業
■問合せ
〇障害福祉サービスについて
障害福祉課　認定給付係
☎３２２８－８９１６　FAX３２２８－５６６２
○介護保険サービスについて
介護保険課　介護事業者係
☎３２２８－８８７８　FAX３２２８－５６２０
（中略）。中野区社会福祉協議会　アシストな
かの（権利擁護事業担当）
　（区役所４階）

苦情相談事業
■問合せ
〇障害福祉サービスについて
障害福祉課　認定給付係
☎３２２８－８９１６　FAX３２２８－５６６０
○介護保険サービスについて
介護・高齢者支援課　介護事業者係
☎３２２８－８８７８　FAX３２２８－８９７２
（中略）。中野区社会福祉協議会　アシストな
かの（権利擁護事業担当）
社会福祉会館（スマイルなかの）４階

58 「声のなかの区報」の配付、点字版「なかの区
報」の配付
■問合せ
広聴・広報課　広報係（区役所７階）
☎３２２８－８８０３　FAX３２２８－５４７６

「声のなかの区報」の配付、点字版「なかの区
報」の配付
■問合せ
広聴・広報課　広聴係（区役所４階）
☎３３８９－４４４５　FAX３２２８－５６４５

58 「声のないせす」の配付
■問合せ
文化振興・多文化共生推進課　文化振興・多文
化共生推進係（区役所８階）
☎３２２８－８８６３　FAX３２２８－５４５６
中野区障害者福祉事業団
☎３３８８－２９４１　FAX３３８８－２９４２

「声のないせす」の配付
■問合せ
文化振興・多文化共生推進課　文化振興・多文
化共生推進係（区役所６階）
☎３２２８－８８６３　FAX３２２８－５４５６
中野区障害者福祉事業団
☎３３８８－２９４１　FAX３３８８－２９４２

59 「声のなかの区議会だより」の配付
■問合せ
区議会事務局（区役所１０階）

「声のなかの区議会だより」の配付
■問合せ
区議会事務局（区役所・議会棟３階）
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頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

59 点字版「なかの生活ガイド」「障害福祉のしお
り」の閲覧
■内容
中野区社会福祉協議会
■問合せ
「なかの生活ガイド」
広聴・広報課　広報係（区役所７階）
☎３２２８－８８０３　FAX３２２８－５４７６
「障害福祉のしおり」
障害福祉相談窓口（区役所３階）
☎３２２８－８８３２　FAX３２２８－５６６２

点字版「なかの生活ガイド」「障害福祉のしお
り」の閲覧
■内容
中野ボランティアセンター
■問合せ
「なかの生活ガイド」
広聴・広報課　広報係（区役所４階）
☎３２２８－８８０４　FAX３２２８－５６４５
「障害福祉のしおり」
障害福祉相談窓口（区役所１階）
☎３２２８－８８３２　FAX３２２８－５６６０

59
60
失語症者向け意思疎通支援者の派遣
■対象
以下を追加
③個人派遣
　区内に住所を有する失語症者で、区の失語症
サロンへの参加経験がある方
■内容
以下を追加
③個人派遣
　失語症者個人の日常生活上の外出時等におい
て、意思疎通支援者を派遣します。

失語症者向け意思疎通支援者の派遣
■対象
（①②省略）

■内容
（①②省略）

62 自動車運転免許の無料教習
制度廃止のため削除

自動車運転免許の無料教習
（省略）

75 自動車有料道路の割引
■申請方法
前略●障害福祉相談窓口（区役所３階）または
各すこやか障害者相談支援事業所（中部・北
部・南部・鷺宮）にて窓口申請（ETC運営団体宛
てに郵送するため、別途110円切手が必要）

自動車有料道路の割引
■申請方法
前略●障害福祉相談窓口（区役所１階）または
各すこやか障害者相談支援事業所（中部・北
部・南部・鷺宮）にて窓口申請（ETC運営団体宛
てに郵送するため、別途84円切手が必要）

77 所得税・住民税の障害者控除
■対象
（前略）扶養親族が次のいずれかに該当すると
き。（障害者の判定は、所得税はその年の１２
月３１日、住民税はその年度の前年の１２月３
１日の現況によります。）
■窓口
税務課　課税係（区役所２階１１番）
☎３２２８－８９１３又は３２２８－８９１７
FAX３２２８－５４５６

所得税・住民税の障害者控除
■対象
（前略）扶養親族が次のいずれかに該当すると
き。

■窓口
税務課　課税係（区役所３階）
☎３２２８－８９１３
FAX３２２８－８７４７

78 住民税の非課税
■窓口
税務課　課税係（区役所２階１１番）
☎３２２８－８９１３又は３２２８－８９１７
FAX３２２８－５４５６

住民税の非課税
■窓口
税務課　課税係（区役所３階）
☎３２２８－８９１３
FAX３２２８－８７４７

変更内容
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＜変更後＞ ＜変更前＞

変更内容

78 おむつ代に係る費用の医療費控除
■手続き
（前略）「おむつ使用証明書」の用紙は国税局
ホームページまたは区役所３階の障害福祉相談
窓口で入手できます。
（中略）確認書は区役所３階の介護認定係で発
行します。
＜対象要件＞(２)②「障害高齢者の日常生活自
立度（後略）
■窓口
「確認書」に関すること……介護保険課　介護
認定係（区役所３階）

おむつ代に係る費用の医療費控除
■手続き
（前略）「おむつ使用証明書」の用紙は国税局
ホームページまたは区役所１階の障害福祉相談
窓口で入手できます。
（中略）確認書は区役所２階の介護認定係で発
行します。
＜対象要件＞(２)②「障害老人の日常生活自立
度（後略）
■窓口
「確認書」に関すること……介護・高齢者支援
課　介護認定係（区役所２階）

81
82
自動車税・軽自動車税の減免
■提出先等
申請に必要なもの
★自動車税(種別割・環境性能割)、（中略）
「親族であること」が確認できる書類（戸籍謄
本等）
・生計を同じくする方が近隣にお住まいのパー
トナーシップ関係にある方の場合、「パート
ナーシップ関係にあること」が確認できる書類
（東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書
等）
提出・問合せ先　　中野区　税務課　諸税係
（区役所２階１１番）　FAX３２２８－５４５６

自動車税・軽自動車税の減免
■提出先等
申請に必要なもの
★自動車税(種別割・環境性能割)、（中略）
「親族であること」が確認できる書類（戸籍謄
本等）

提出・問合せ先　　中野区　税務課　諸税係
（区役所３階）　FAX３２２８－５６５２

83 ＮＨＫ放送受信料の減免
■問合せ
「ＮＨＫ池袋営業センター」中野地区担当
☎３３４３－１０４５

ＮＨＫ放送受信料の減免
■問合せ
「ＮＨＫ池袋営業センター」中野地区担当
☎３９８４－６７３１

84 タイムズ中野区役所駐車場の利用料金の割引
■問合せ
新区役所整備課　庁舎管理係（区役所８階）
FAX３２２８―５６４７

タイムズ中野区役所駐車場の利用料金の割引
■問合せ
新区役所整備課　庁舎管理係（区役所４階）
FAX３２２８―５６７８

84 自転車駐車場定期利用料・登録手数料の免除
■申請に必要なもの
・児童扶養手当証書または特別児童扶養手当の
受給証明書
■問合せ
交通政策課　自転車対策係（区役所９階）
☎３２２８－５５６１　FAX３２２８－５６６８

自転車駐車場定期利用料・登録手数料の免除
■申請に必要なもの
・児童扶養手当または特別児童扶養手当の証書

■問合せ
交通政策課　自転車対策係（区役所８階）
☎３２２８－５５２８　FAX３２２８－５６７５

85 訪問介護利用者負担金の助成
■問合せ
介護保険課　介護給付係(区役所３階)
FAX３２２８－５６２０

訪問介護利用者負担金の助成
■問合せ
介護・高齢者支援課　介護給付係(区役所２階)
FAX３２２８－８９７２

86 第二中学校および中野中学校温水プール一般開
放の使用料免除
■問合せ
スポーツ振興課 スポーツ活動係（区役所７階）
☎３２２８－５５８６　FAX３２２８－５６６２

第二中学校および中野中学校温水プール一般開
放の使用料免除
■問合せ
スポーツ振興課 スポーツ活動係（区役所６階）
☎３２２８－５５３７　FAX３２２８－５６２６
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＜変更後＞ ＜変更前＞

88 東京都水道料金の免除
■手続きに必要なもの
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当の受給証
明書

東京都水道料金の免除
■手続きに必要なもの
児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書

89 保育園への入園
保育園では、各園１～５名の範囲で（後略）
■問合せ
〇入園手続きについて
子ども総合窓口　保育入園係（区役所３階）
☎３２２８－８９６０　FAX３２２８－５６７９
〇保育内容等について
子ども総合窓口　運営支援係（区役所３階）
☎３２２８－８９４０　FAX３２２８－５６７９

保育園への入園
保育園では、各園１～４名の範囲で（後略）
■問合せ
子ども総合窓口　保育入園係（区役所３階）
☎３２２８－８９６０　FAX３２２８－５６６７

89 障害のあるお子さんの学童クラブ利用
学童クラブは、保護者の就労等の理由により放
課後に適切な保護を受けられない児童を対象と
した放課後の遊びや生活の場です。身体障害者
手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等を
交付されている場合や医療的ケアが必要なお子
さんについては、小学６年生まで学童クラブを
利用することができます。詳細は下記担当へお
問い合わせください。
■問合せ
育成活動推進課　地域子ども施設調整係（区役
所７階）

障害のあるお子さんの学童クラブ利用
障害のあるお子さんは、小学校６年生まで放課
後に学童クラブを利用することができます。
（学童クラブは、保護者が就労等により放課後
の保護ができない場合に、お子さんが安全安心
に過ごせるように見守る施設です。）

■問合せ
育成活動推進課　地域子ども施設調整係（区役
所５階）

発達の状況や障害の状態に応じた適切な就学の
相談
〇特別支援学級【固定学級】
名称等変更（統合新校）
　鷺の杜小学校　しらさぎ学級　鷺宮4-7-3
　☎５３６４－７１３５

発達の状況や障害の状態に応じた適切な就学の
相談
〇特別支援学級【固定学級】
名称等変更
　西中野小学校　しらさぎ学級　白鷺3-9-2
　☎３３３０－３１２５

〇特別支援学校
住所変更予定
　中野特別支援学校（小・中・高）
　中野区東中野5-12-1（R7.4.1から仮校舎移転
予定）

〇特別支援学校
住所変更予定
　中野特別支援学校（小・中・高）
　中野区南台3-46-20

変更内容

89
90

〇特別支援教室　（表の変更）

拠 点 校 担 当 校（巡 回 校）

中野本郷小学校  中野本郷小学校、南台小学校、みなみの小学校、

塔山小学校  塔山小学校、谷戸小学校、桃花小学校、中野第一小学校

桃園第二小学校  桃園第二小学校、白桜小学校、令和小学校

江古田小学校  江古田小学校、江原小学校、緑野小学校

啓明小学校  啓明小学校、北原小学校、美鳩小学校、平和の森小学校

武蔵台小学校  武蔵台小学校、上鷺宮小学校、鷺の杜小学校

中野中学校  中野中学校、第七中学校、北中野中学校、緑野中学校、明和中学校

中野東中学校  中野東中学校、第二中学校、第五中学校、南中野中学校
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＜変更後＞ ＜変更前＞

変更内容

90 社会教育訪問学級
■問合せ
文化振興・多文化共生推進課　文化振興・多文
化共生推進係（区役所８階）
☎３２２８－８８６３　FAX３２２８－５４５６

社会教育訪問学級
■問合せ
文化振興・多文化共生推進課　文化振興・多文
化共生推進係（区役所６階）
☎３２２８－８８６３　FAX３２２８－５４５６

92 事業統合、名称・仕様変更
障害者文化スポーツ事業
■対象
①愛の手帳または身体障害者手帳を所持する小
学生以上の区内在住者・在勤者
②身体障害者手帳を所持する18歳以上の区内在
住者・在勤者
■内容
日時：日曜日　年間115回　午前9時30分～午後6
時までの間で2時間程度
会場：中部・南部・鷺宮スポーツ・コミュニ
ティプラザ、中部・南部すこやか福祉セン
ター、中野区立総合体育館
定員：各回25人（各月2回まで申し込み可）
内容：軽体操、音楽、ダンス、ゲーム、文化活
動など、仲間とともに体験できるプログラムを
実施します。
■申請に必要なもの
参加申込書、愛の手帳または身体障害者手帳、
本人確認書類、在勤の方は在勤証明書
■問合せ
スポーツ振興課 スポーツ活動係（区役所７階）
☎３２２８－５５８６　FAX３２２８－５６６２

事業統合、名称・仕様変更
障害者スポーツ教室（わくわくスポーツクラ
ブ）

（省略）

92 夏季障害児水泳教室
■内容
内容：初心者を対象に水慣れ、水泳指導を行い
ます。
■申請に必要なもの
Web申し込みページからの申請、または申込書と
参加者カードの提出
■問合せ
スポーツ振興課 スポーツ活動係（区役所７階）
☎３２２８－５５８６　FAX３２２８－５６６２

夏季障害児水泳教室
■内容
内容：水に親しみ、水泳の基本技術を習得す
る。参加者の（後略）
■申請に必要なもの
水泳教室申込書　水泳教室調査票

■問合せ
スポーツ振興課 スポーツ活動係（区役所６階）
☎３２２８－５５８６　FAX３２２８－５６２６

95 身体障害者福祉住宅
■問合せ
住宅課　住宅政策係（区役所９階）
☎３２２８－５５６４　FAX３２２８－５６６８

身体障害者福祉住宅
■問合せ
住宅課　住宅政策係（区役所９階）
☎３２２８－５５５９　FAX３２２８－５６６９

97 住み替えの支援
３　あんしんすまいパック
■問合せ
住宅課　住宅政策係（区役所９階）
☎３２２８－５５６４　FAX３２２８－５６６８

住み替えの支援
３　あんしんすまいパック
■問合せ
住宅課　住宅政策係（区役所９階）
☎３２２８－５５８１　FAX３２２８－５６６９
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＜変更後＞ ＜変更前＞

105

105
106

社会福祉会館（愛称：スマイルなかの）
　４階　ほほえみサービス事業
☎５３８０－０７５３　FAX５３８０－０７５０
　４階　中野区ファミリー・サポート事業
☎５３８０－０７５２　FAX５３８０－０７５０

社会福祉会館（愛称：スマイルなかの）
　３階　ほほえみサービス事業
☎５３８０－０７５３　FAX５３８０－６０２７
　３階　中野区ファミリー・サポート事業
☎５３８０－０７５２　FAX５３８０－６０２７

108
109

福祉オンブズマン
民間福祉サービス紛争調停制度
■問合せ
福祉推進課　庶務係（区役所４階）

福祉オンブズマン
民間福祉サービス紛争調停制度
■問合せ
福祉推進課　庶務係（区役所６階）

109 障害者虐待防止センター
■虐待の通報・届出先
障害福祉課　基幹相談支援係（区役所３階）
☎３２２８－８７０３　FAX３２２８－５６６２

障害者虐待防止センター
■虐待の通報・届出先
障害福祉課　基幹相談支援係（区役所１階）
☎３２２８－８７０３　FAX３２２８－５６１１

110 成年後見制度
■費用
申立て時：収入印紙、郵便切手等で約7,000円か
かります。

成年後見制度
■費用
申立て時：収入印紙、郵便切手等で約7,000円
（都の場合6,670円、令和４年度）かかります。

111
112

代理投票
点字投票
郵便等による不在者投票
指定施設での不在者投票
■問合せ
選挙管理委員会事務局（区役所８階）

代理投票
点字投票
郵便等による不在者投票
指定施設での不在者投票
■問合せ
選挙管理委員会事務局（区役所９階）

変更内容

社会福祉会館（愛称：スマイルなかの）
〇社会福祉会館４階にあった、アシストなかの（権利擁護事業）、中野区成年後見支援センター
　は、中野区役所４階に移転しました。

アシストなかの
　　　（権利擁護事業）
  ☎５３８０－６４４４
 FAX５３８０－０５９１

内　　容　保健福祉サービス利用総合相談、地域福祉権利擁護事業、
　　　　　苦情解決相談
休 業 日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
開業時間　午前９時～午後５時
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　shien@nakanoshakyo.com

中野区
成年後見支援センター
  ☎５３８０－０１３４
 FAX５３８０－０５９１

内　　容　成年後見制度、成年後見申立て手続き、後見業務等につい
　　　　　ての相談、成年後見制度説明会など
休 業 日　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
開業時間　午前９時～午後５時
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　shien@nakanoshakyo.com
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＜変更後＞ ＜変更前＞

変更内容

114 施設一覧
●通所施設（民間）
施設種別・定員変更
〇コロニー中野
　就労移行支援　６人　（削除）
　就労継続支援事業（Ｂ型）　５６人

名称変更（事業所統合）・定員変更
〇ワークセンター翔和／翔和学園大学部（自立
訓練）
　中野区中央１－３８－１アクロスシティ中野
坂上ビル
　自立訓練（生活訓練）　３５人
　就労移行支援　１５人
　就労継続支援（Ｂ型）　２５人
　就労定着支援　－人

名称変更
〇ワーカライズニコ／ここね

施設一覧
●通所施設（民間）
施設種別・定員変更
〇コロニー中野
　就労移行支援　６人
　就労継続支援事業（Ｂ型）　５０人

名称変更（事業所統合）・定員変更
〇ワークセンター翔和
　中野区中央１－３２－６フォーチュンハウス
１０１
　就労移行支援　１２人
　就労継続支援（Ｂ型）　２０人
　就労定着支援　－人
〇翔和学園大学部（自立訓練）
　自立訓練（生活訓練）　４０人

名称変更
〇ワーカライズニコ

施設一覧
●短期入所施設（ショートステイ）
定員変更
〇メイプルガーデン　３人

施設一覧
●短期入所施設（ショートステイ）
定員変更
〇メイプルガーデン　５人

115

115 施設一覧
●グループホーム
「精神」の以下２施設を削除
〇六ツ星（若宮荘）（削除）
〇まんまる中野（まんまる野方）（削除）

「精神」に以下１施設を追加
〇（名称）にじのはなし（にじのはなし東中野）
　（法人連絡先）一般社団法人にじのはなし
　　☎６３８２－５０７９　FAX６３８２－５０７９

114

以下１施設を削除
〇ショートステイやまゆり（削除）

以下１施設を追加
〇ショートステイやよい
　中野区弥生町２－５－１１
　☎３３７１－５２３１　FAX３３７１－５２３１
　短期入所（併設型）定員：１人　対象：知

施設一覧
●グループホーム
「知的」の以下１施設を削除
〇中野第二江原寮（えはらハイツⅢ)（削除）

「知的」に以下２施設を追加
〇（名称）あいいくの家（弥生）
　（法人連絡先）社会福祉法人中野あいいく会
　　☎３３７１－５２３１　FAX３３７１ー５２３１
〇（名称）セレクトホーム（セレクトホーム上鷺宮）
　（法人連絡先）株式会社エアサポ
　　☎６６８９－２０００　FAX６６８９ー２００１
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頁

＜変更後＞ ＜変更前＞

116
117

施設一覧
●障害児通所支援事業所
所在地・施設種別・電話変更
○space Kid's.con デイサービス
　中野区上鷺宮4-6-20　イサカビル１Ｆ・２Ｆ
（児発）☎５８４８－９０２０
　　　　FAX５８４８－９０２１
（放デイ）☎５８４８－９００５
　　　　　FAX５８４８－９００６
　児童発達支援　１０名
　放課後等デイサービス　１０名

施設一覧
●障害児通所支援事業所
所在地・施設種別・電話変更
○space Kid's.con デイサービス
　中野区上鷺宮4-6-20　イサカビル２Ｆ
　

　☎５８４８－９００５
　FAX５８４８－９００６
　
　放課後等デイサービス　１０名

117 施設一覧
●身体障害者福祉住宅
連絡先　住宅課　住宅政策係
☎３２２８ー５５６４

施設一覧
●身体障害者福祉住宅
連絡先　住宅課　住宅政策係
☎３２２８ー５５５９

126
｜
129

障害者総合支援法の対象疾病一覧（３６９疾病）　※３６６疾病より変更

　障害者総合支援法の対象疾病見直しにより、令和6年4月1日から3疾病が追加され、369疾病が対
象となりました。また、5疾病の疾病名が変更されました。

追加された疾病は以下のとおりです。
・MECP2重複症候群
・線毛機能不全症候群（カルタゲナー症候群を含む。）
・TRPV4異常症

疾病名が変更された疾病は以下のとおりです。
・HTRA1関連脳小血管病
・成人発症スチル病
・脳内鉄沈着神経変性症（※）
・ペリー病
・マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群
※神経フェリチン症は、脳内鉄沈着神経変性症に統合。

以下９施設を追加

変更内容

名　　称 所　在　地 施設種別 定員 頁

児童発達支援

放課後等デイサービス

こばとっこくらぶ
中野区中野４−７−１　野口ビル２階
☎０９０－１２４５－１２１２

児童発達支援 10人 27

Catch and Smile新中野
中野区本町３－３３－９　ルシール新中野１０３号室

☎６２５８－２６２６　FAX６２５８－２６２７
放課後等デイサービス 10人 27

児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

放課後等デイサービス

児童発達支援

放課後等デイサービス

クロッカ中野新橋
中野区弥生町２－２１－５　サクラビル２階
☎６３００－４４５５　FAX６３００－４４９９

児童発達支援 10人 27

児童発達支援　ぷれらぼ
中野区若宮３－３－１１　家政ハイツ１Ａ
☎６２６５－５７８７　FAX６２６５－５７８８

児童発達支援 10人 27

27

ブロッサムジュニア　東中野教室 10人 27

UPDATE新江古田スタジオ 10人 27

重症児デイ Patto Potto 5人 27

中野区江原町３－３５ー８ １０５号室
☎５９０６ー５５６３　FAX５９０６ー５９８８

中野区東中野２－３－８　T.Park'sHIGASHINAKANO

１０１号室

☎５３５８－９６００　FAX５３５８－９６０５

中野区中央３－２７－１９
☎５９３７－１５９０　FAX５９３７－１５９１

中野区新井５－１０－５　アマビーレ新井５丁目１階

☎５９４２－９４０１　FAX５９４２－９４０２

中野区中野６－１４－５
☎４４００－４５００　FAX６８３７－７３４４

cocoiro新中野ルーム 10人 27

アプリ児童デイサービス新井薬師 10人
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　※２４ページに記載の「相談支援」を実施する計画相談支援事業所は、以下のとおりです。

中野区指定計画相談支援事業所一覧 ＜令和６年９月現在＞

電話
FAX 身体 知的 精神 障害児 難病等

中部すこやか障害者
　　　  相談支援事業所

中野区中央3丁目19番1号
03-3367-7810
03-3367-7811

○ ○ ○ ○ ○
月～土
８：３０～１７：００

北部すこやか障害者
        相談支援事業所

中野区江古田4丁目31番10号
03-5942-5800
03-5942-5802

○ ○ ○ ○ ○
月～土
８：３０～１７：００

鷺宮すこやか障害者
        相談支援事業所

中野区若宮3丁目58番10号
03-6265-5770
03-6265-5772

○ ○ ○ ○ ○
月～土
９：００～１７：００

南部すこやか障害者
        相談支援事業所

中野区弥生町5丁目11番26号
03-5340-7888
03-5340-7880

○ ○ ○ ○ ○
月～土
８：３０～１７：００

中野区精神障害者地域生活
 支援センター「せせらぎ」

中野区中野5丁目68番7号
 中野区社会福祉会館６階

03-3387-1326
03-3387-1347

○
火・水・木 11：30～19：30
金　　　　 13：00～20：30
土・日　　 10：00～17：00

ことり 中野区東中野4丁目2番2号
 篠木ビル３階

03-3360-3517
03-3360-3587

○
月・水・金
１６：００～１８：００

中野障害者計画相談支援室 中野区江原町2丁目6番7号
03-5906-5535
03-5988-7629

○ ○ ○ ○
月～金
９：００～１６：００

相談支援センターあいいく 中野区中野1丁目6番12号
03-3371-5231
03-3371-5231

○
月～金
８：１５～１７：１５

ふらっとなかの 中野区本町5丁目40番14号
03-6805-6580
03-6805-6581

○ ○ ○
月～金
１６：００～１７：３０

障害者支援施設江古田の森
         相談支援事業所

中野区江古田3丁目14番19号
03-5318-3711
03-5318-3712

○ ○
月～土
９：００～１７：３０

かみさぎこぶし園
   障害者相談支援事業所

中野区上鷺宮1丁目21番30号
03-5241-8121
03-5241-8123

○ ○
木
１５：３０～１７：００

まっしろキャンバス 中野区沼袋1丁目2番7号
03-6821-7530
03-5327-8777

○
火～土
１０：００～１８：００

弥生福祉作業所
  障害者相談支援事業所

中野区弥生町4丁目36番15号
03-3384-2939
03-3384-2896

○ ○ ○ ○
月～金
１６：００～１７：３０

障害者福祉会館
  障害者相談支援事業所

中野区沼袋2丁目40番18号
03-3389-2171
03-3389-2175

○ ○
水
１５：３０～１７：００

リニエ相談支援中野
中野区東中野3丁目16番14号
 小谷ビル301

03-5937-0480
03-5937-0484

○ ○ ○ ○ ○
月～金
９：００～１８：００

障害者相談支援事業所
             わ・らいふ

中野区新井2丁目8番13号
03-3388-2941
03-3388-2942

○ ○ ○ ○
月～金
９：００～１７：００

相談支援事業所
            あいだっく

中野区本町3丁目19番11号
 ライフピアハラ１階

03-6276-3903
03-6276-3902

○
月～金
１１：００～１７：３０

もみじやま障害者
             計画相談室

中野区中野5丁目3番32号
03-5318-9954
03-5318-9956

○ ○ ○ ○
月～金
９：００～１６：００

ラナイ相談支援事業所
中野区上高田5丁目47番11号
 セントリバーⅢ101号

03-6875-7485
03-6875-7485

○ ○ ○ ○
月～土（土は午前のみ）
１０：００～１８：００

相談支援事業所　アポロ 中野区江古田4丁目43番25号
03-3389-3700
03-3389-3760

〇
月～金
８：３０～１７：３０

中野区療育センター
            ゆめなりあ

中野区弥生町5丁目5番2号
03-6382-4781
03-6382-4782

○
月～金
９：００～１７：００

なごみ相談支援事業所
中野区野方1丁目29番4号
 竹内ビル１階

03-6383-3189
03-5942-4177

○
月
１１：００～１５：００

日本リック相談支援事業所
            りんく

中野区江古田２丁目19番8号
 両国凮月堂ビル１０１

03-5860-0970
03-3228-5073

○ ○ ○ ○ ○
月～金
９：００～１８：００

相談支援事業所虹の木
中野区東中野4丁目4番5号
 東中野アパートメンツ515

03-6279-2393
03-6279-1170

○ ○ ○ ○ ○
月～金
８：３０～１７：３０

なかのドリーム相談支援 中野区本町4丁目48番17号
 新中野駅上プラザ505

03-6304-8651
03-6304-8658

〇 〇
月
９：００～１２：００

相談支援事業所abby 中野区中央2丁目30番9号
 山王MGTビル305

050-1226-3065
03-6300-7967

〇 〇 〇
月～金
９：００～１７：００

相談支援　ぼちぼち 中野区中央2丁目30番9号
 山王MGTビル219

050-5810-2750
03-6735-4408

〇 〇 〇 〇
月～金
１０：００～１７：００

事業所名 住所 障害別対象 営業時間※

※祝日、年末年始、夏期は休業の場合があります。
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